
教育委員会室

第１ 議案第４１号

第２ 議案第４２号

第１

第２

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（資料１）

令和７年度墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室・すみだ共生社会推
進センター情報資料コーナー蔵書点検結果について（資料２）

教 育 委 員 会 日 程

墨田区教育委員会における墨田区行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する条例の施行に関す
る規則の一部改正について

令和7年9月4日(木) 午後３時００分から

２　場　所

３　日　程

議決事項

１　日　時

報告事項

令和８年度墨田区立小・中学校募集人数について
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議案第４１号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　墨田区教育委員会における墨田区行政手続における特定の個人を識別するため

　　の番号の利用等に関する条例の施行に関する規則の一部改正について

　別紙のとおり改正する。

令 和 7 年 9 月 4 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　「墨田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等の関する条
例」の一部改正に伴い、所要の改正をする必要がある。
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   墨田区教育委員会における墨田区行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する条例の施行に関する規則の一部を改正す

る規則 

 墨田区教育委員会における墨田区行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する条例の施行に関する規則（平成２７年墨田区教育委員会規則第２

３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  
 （個人番号の利用事務） 
第２条 条例別表第１教育委員会の部に規定

する規則で定める事務は、次のとおりとす

る。 
⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ 区で管理する住登外者（区の住民基本

台帳に記録されていない者であって、区

民とは別に管理しておく必要があるもの

をいう。以下同じ。）を一意に特定する

ための住登外者宛名番号等を付番し、及

び管理する機能による、住登外者の情報

に対する付番及び管理に関する事務 
 
 
  

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

⑴～⑶ 〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 （教育委員会の他の機関に提供する特定個

人情報） 

第４条 条例別表第３区長の部第４欄に規定

する規則で定める特定個人情報は、「生活

に困窮する外国人に対する生活保護の措置

について」（昭和２９年５月８日社発第３

８２号厚生省社会局長通知）により、生活

保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６

条第２項に規定する者に準ずるものとされ

る外国人要保護者又は同条第１項に規定す

る者に準ずるものとされる外国人被保護者

であった者に係る学校保健安全法（昭和３

３年法律第５６号）第２４条の援助の実施

に関する情報とする。   

   付 則 

この規則は、令和７年９月１６日から施行する。 
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議案第４２号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　令和８年度墨田区立小・中学校募集人数について

　別紙のとおり定める。

令 和 7 年 9 月 4 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区学校選択制度実施要綱第４条の規定により、定める必要がある。
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児童数（人） 学級数（学級） 生徒数（人） 学級数（学級）

緑 99 墨田 166 165 5

外手 81 90 3 本所 168 130 4

二葉 117 両国 223 200 6

錦糸 80 90 3 竪川 164 130 4

中和 48 55 2 錦糸 242 130 4

言問 45 55 2 吾嬬第二 112 130 4

小梅 55 90 3 寺島 126 130 4

柳島 92 92 3 文花 192 130 4

業平 68 90 3 桜堤 227 165 5

両国 85 90 3 吾嬬立花 176 165 5

横川 68 90 3

菊川 66 90 3

第三吾嬬 73 90 3

第四吾嬬 33 55 2

第一寺島 67 67 2

第二寺島 59 90 3

第三寺島 58 58 2

曳舟 79 90 3

中川 65

東吾嬬 37 55 2

押上 68 90 3

八広 120

隅田 55 55 2

立花吾嬬の森 60 60 2

梅若 69 90 3

※募集人数は、各小中学校の通学区域内に居住する児童･生徒数及び、各学校施設の現況等から設定している。

※通学区域の学校を希望する場合は、募集人数にかかわりなく全員の受入を行う。

   ただし、当該住所に生活実態が無いことが確認できた場合は、受入を行わない。

   からの受入は行わない。

※「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律」の改正により、

   学級数増が見込まれた場合、募集人数（受入可能数）の変更を行う可能性がある。

他学区からの
選択停止

※通学区域内の入学予定者数の増加に応じて、受入可能人数を拡大する場合がある。この場合、通学区域外

他学区からの
選択停止

他学区からの
選択停止

他学区からの
選択停止

令和８年度墨田区立小･中学校募集人数について 

小学校名
通学区域内の
住民基本台帳
児童数（人）

募集人数 (受入可能数)

中学校名
通学区域内の
住民基本台帳
生徒数（人）

募集人数(受入可能数)
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教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について 

 

１ 趣旨 

  区長から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定によ

る意見聴取の依頼があった。依頼内容は、緊急に処理しなければならず、か

つ、教育委員会を招集するいとまがなかったため、墨田区教育委員会の権限

に属する事務の委任等に関する規則第３条第１項の規定による教育長の臨時

代理により、８月２９日付けで異議ない旨を回答した。 

 

２ 意見聴取のあった条例案名 

（１）幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

（２）職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

（３）職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

（４）墨田区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例 

（５）墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例の一部を改正する条例 

 

３ 区長からの依頼文 

  別紙１のとおり 

 

４ 条例案概要 

  別紙２のとおり 

 

５ 回答文 

  別紙３のとおり 

資料1-1



資料1-2



資料1-3



資料1-4



資料1-5



資料1-6



資料1-7



資料1-8



資料1-9



資料1-10



資料1-11



資料1-12



資料1-13



資料1-14



資料1-15



資料1-16



資料1-17



資料1-18



資料1-19



資料1-20



資料1-21



資料1-22



資料1-23



資料1-24



資料1-25



資料1-26



資料1-27



資料1-28



資料1-29



別紙２ 

 

条例案概要 

 

１ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条 

 例 

⑴ 改正理由及び内容 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律の一部改正に伴い、妊娠、出産等についての申出をした幼稚園教育職員及

び３歳に満たない子を養育する幼稚園教育職員に対して講ずべき措置を定

めるほか、所要の規定整備をする。 

⑵ 施行期日 

   本年１０月１日 

 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 改正理由及び内容 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律の一部改正に伴い、妊娠、出産等についての申出をした職員及び３歳に満

たない子を養育する職員に対して講ずべき措置を定めるほか、所要の規定

整備をする。 

⑵ 施行期日 

   本年１０月１日 

 

３ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 改正理由及び内容 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正を踏まえ、１年につき

１０日分の勤務時間に相当する時間を勤務しないことができる部分休業を

創設する。 

⑵ 施行期日 

本年１０月１日 

 

４ 墨田区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例 

⑴ 改正理由及び内容 

より充実した幼児教育及び効率的な幼稚園運営を実施するため、近隣の

教育・保育施設の設置状況等を踏まえ、墨田区立柳島幼稚園を廃止する。 

⑵ 施行期日 

   令和８年４月１日 
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５ 墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例 

⑴ 改正理由及び内容 

都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する

条例の一部改正を踏まえ、扶養親族に配偶者がいる場合の補償基礎額の加

算を廃止するほか、所要の規定整備をする。 

⑵ 施行期日 

  公布の日 
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別紙３ 

 

７墨教庶第１２１３号  

令和７年８月２９日  

 

墨田区長 

山 本  亨 様  

 

墨田区教育委員会 

教育長 加 藤 裕 之 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

令和７年８月２８日付け７墨総法条第６号外４件により意見を求められた下

記の条例案については、貴案のとおりで異議ありません。 

 

記 

 

１ 意見聴取のあった条例案名 

（１）幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

（２）職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

（３）職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

（４）墨田区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例 

（５）墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例の一部を改正する条例 
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1 実施期間
令和７年６月３日から令和７年７月４日まで

2 点検内容総括 （冊）
　　　　　 館名称

項目
ひきふね
図書館

緑
図書館

立　花
図書館

八　広
図書館

東駒形
ｺﾐｭﾆﾃｨ会館

梅若橋
ｺﾐｭﾆﾃｨ会館

横　川
ｺﾐｭﾆﾃｨ会館

共生社会推進
センター

計

蔵書在架確認資料数 169,195 99,628 55,541 58,515 70,947 59,535 80,243 7,650 601,254

不明資料数 100 91 14 38 44 32 69 5 393

不明資料割合 0.06% 0.09% 0.03% 0.06% 0.06% 0.05% 0.09% 0.07% 0.07%

※「蔵書在架確認資料数」＝蔵書点検期間中に在庫を確認した資料数（ひきふね図書館自動出納書庫は含まず）を表す（貸出中等の資料は除く）。

※「不明資料数」＝全館蔵書点検終了後の抽出数

3 不明資料数の推移 （冊）
　　　　　館名称

実施年度
ひきふね
図書館

緑
図書館

立　花
図書館

八　広
図書館

東駒形
ｺﾐｭﾆﾃｨ会館

梅若橋
ｺﾐｭﾆﾃｨ会館

横　川
ｺﾐｭﾆﾃｨ会館

共生社会推進
センター

計
不明資料

割合

平成27年度 425 298 49 138 36 64 77 4 1,091 0.24%

平成29年度 456 342 70 110 73 71 84 4 1,210 0.16%

平成30年度 399 193 67 66 63 58 77 2 925 0.12%

平成31年度 329 129 51 41 57 44 68 1 720 0.10%

令和２年度 244 57 35 35 25 39 42 0 477 0.06%

令和３年度 211 34 16 41 24 25 29 3 383 0.06%

令和４年度 182 28 18 46 16 14 26 4 334 0.06%

令和５年度 168 51 16 47 22 28 25 3 360 0.06%

令和６年度 123 83 13 40 39 26 72 4 400 0.07%

令和７年度 100 91 14 38 44 32 69 5 393 0.07%

※平成28年度は大規模改修工事のため、蔵書点検未実施

4 除籍対象資料 （冊）

実施年度 平成27年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

除籍対象資料 347 378 243 354 193 121 72 112 83 98

※不明資料のうち、３か年に渡り不明状態である資料については、発見できる見込みが低いと判断されることから、除籍対象とする。

令和７年度　墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室・すみだ共生社会推進センター情報資料コーナー蔵書点検結果報告について
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